
申＝申し込み　問＝問い合わせ

□
民
事
介
入
暴
力
な
ど
１
日
無
料
相

談
所

日
時
＝
６
月
10
日
㈬
午
後
１
時
30
分

〜
３
時

会
場
＝
県
青
少
年
会
館
（
荒
牧
町
）

内
容
＝
暴
力
団
員
な
ど
に
よ
る
各
種

被
害
、
不
当
な
要
求
行
為
、
債
権
取

り
立
て
な
ど
に
つ
い
て
、
弁
護
士
・

警
察
官
・
暴
力
追
放
相
談
委
員
が
面

接
や
電
話
相
談

問
県
暴
力
追
放
県
民
会
議
☎
２
５
４

│
１
１
０
０
へ

□
赤
城
姫
・
淵
名
姫
を
募
集

　

赤
城
山
の
観
光
を
Ｐ
Ｒ
す
る
第
22

代
目
赤
城
姫
と
淵
名
姫
を
募
集
。
詳

し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

対
象
＝
本
市
在
住
・
在
勤
の
18
歳
〜

29
歳
の
女
性
（
高
校
生
を
除
く
）

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

し
て
い
な
い
障
害
者
で
、
次
の
す
べ

て
を
満
た
す
場
合
、
給
付
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
①
昭
和
61

年
３
月
以
前
に
厚
生
年
金
や
共
済
年

金
な
ど
に
加
入
・
受
給
し
て
い
た
人

の
配
偶
者
か
平
成
３
年
３
月
以
前
に

学
生
で
、
国
民
年
金
に
未
加
入
で
あ

っ
た
②
当
時
の
病
気
や
け
が
が
原
因

で
、
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
。

　

な
お
、
所
得
が
一
定
額
以
上
の
人

や
老
齢
年
金
、
遺
族
年
金
、
労
災
補

償
な
ど
を
受
け
て
い
る
人
は
、
給
付

金
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
前
橋
社
会
保
険
事
務
所
☎
２
３
１

申
６
月
30
日
㈫
ま
で
に
所
定
の
用
紙

に
記
入
し
、
〒
３
７
１
│
０
１
９
２

富
士
見
町
田
島
２
４
０
・
富
士
見
観

光
協
会
（
☎
２
８
８
│
２
２
１
１
）

へ
郵
送
か
直
接

□
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
時
＝
①
６
月
14
日
㈰
②
６
月
16
日

㈫
③
６
月
21
日
㈰
、
午
前
10
時
〜
正

午 │
１
７
０
９
へ

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入

し
て
い
る
人
が
、
社
会
保
険
に
加
入

し
た
り
被
扶
養
者
と
な
っ
た
り
し
た

と
き
に
は
、
国
保
の
脱
退
手
続
き
が

必
要
で
す
。
14
日
以
内
に
本
人
か
家

族
が
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
国
保
加

入
者
で
本
人
の
年
収
が
１
３
０
万
円

未
満
（
60
歳
以
上
は
１
８
０
万
円
未

満
）
で
あ
れ
ば
、
家
族
が
加
入
し
て

い
る
社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
に

該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
家
族

が
勤
務
す
る
会
社
な
ど
へ
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課
☎
８
９
８
│
６

２
５
０
へ

会
場
＝
①
は
南
橘
公
民
館
②
は
城
南

公
民
館
③
は
総
合
福
祉
会
館

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
２
３

２
│
３
８
４
８
へ

　

体
脂
肪
や
血
圧
測
定
、運
動
実
習
、

健
康
相
談
な
ど
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
６
月
18
日
㈭
①
午
後
２
時
〜

４
時
②
午
後
６
時
〜
８
時

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
一
般
、
先
着
各
15
人

申
６
月
11
日
㈭
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
２
２
０
│
５
７
８
４
へ

　

禁
煙
し
た
い
け
れ
ど
も
、
な
か
な

か
で
き
な
い
人
を
支
援
。
呼
気
一
酸

化
炭
素
濃
度
測
定
・
尿
中
ニ
コ
チ
ン

代
謝
物
濃
度
測
定
後
、
面
接
を
行
い

ま
す
。

日
時
＝
６
月
22
日
㈪
〜
24
日
㈬
の
執

務
時
間
内

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
40
歳
以
上
の
人

申
６
月
15
日
㈪
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
２
２
０
│
５
７
８
４
へ

　

骨
粗
し
ょ
う
症
教
室
を
開
催
。
保

健
師
・
栄
養
士
の
話
や
運
動
実
習
を

行
い
ま
す
。

日
時
＝
７
月
８
日
㈬
・
16
日
㈭
、
午

後
１
時
30
分
〜
４
時

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
一
般
、
先
着
20
人

申
７
月
１
日
㈬
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
２
２
０
│
５
７
８
３
へ

□
は
っ
ぴ
ぃ
健
康
ク
ッ
キ
ン
グ

日
時
＝
①
７
月
６
日
㈪
②
７
月
７
日

㈫
③
７
月
10
日
㈮
、
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
１
時
30
分

会
場
＝
①
は
中
央
公
民
館
②
は
東
公

民
館
③
は
元
総
社
公
民
館

対
象
＝
一
般
、
先
着
各
30
人

費
用
＝
各
４
０
０
円
程
度

そ
の
他
＝
託
児
希
望
者
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い

申
各
開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
健

康
増
進
課
☎
２
２
０
│
５
７
８
３
へ

　

原
稿
検
索
と
健
康
相
談
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ア

ド
レ
ス
はhttp://www.raijin.com

/
kenko/

で
す
。

月
曜
＝
ス
ト
レ
ス
と
胃

火
曜
＝
食
中
毒
に
ご
注
意

水
曜
＝
お
子
さ
ん
の
耳
は
大
丈
夫
？

木
曜
＝
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
知
識

金
曜
＝
頭
痛
と
そ
の
対
策

土
日
曜
＝
高
齢
者
の
難
聴

直
接
相
談
タ
イ
ム
＝
医
師
が
直
接
相

談
。６
月
10
日
㈬
（
婦
人
科
・
皮
膚
科
）

18
日
㈭
（
歯
科
）、
午
後
７
時
30
分

〜
９
時

観光イベントをサポート

知
っ
て
い
ま
す
か

特
別
障
害
給
付
金
制
度

料
理
を
工
夫
し

メ
タ
ボ
の
予
防

健
康
サ
ポ
ー
ト
デ
ー
で

生
活
習
慣
の
見
直
し
を

禁
煙
の
き
っ
か
け
作
り

お
手
伝
い
し
ま
す

正
し
い
知
識
学
ん
で

未
然
に
防
ご
う

年　

金

　第２回定例市議会を次の日程で開
催します。議案や市政に対する総括
質問も行われます。
□本会議

日時＝６月15日㈪午後１時、６月22
日㈪午前10時、６月23日㈫午前10時、
６月30日㈫午後１時
□総括質問

期日＝６月22日㈪、23日㈫
問議会事務局☎898-5923へ

第２回定例会

本会議や
傍聴しませんか

総括質問

会議を公開します
□視聴覚ライブラリー運営委員会
日時＝６月４日㈭午後３時30分
会場＝総合教育プラザ
対象＝一般、先着５人
申当日午後３時～３時30分に会場へ直接
問視聴覚ライブラリー☎230-9094へ
□都市計画審議会
日時＝６月12日㈮午後２時
会場＝市役所11階南会議室
対象＝一般、先着10人
申当日午後１時30分～50分に会場へ直接
問都市計画課☎898-6943へ
□教育委員会定例会
日時＝６月16日㈫午後３時
会場＝市役所11階南会議室
対象＝一般、先着10人
申当日午後２時30分～50分に会場へ直接
問教育委員会総務課☎898-5803へ

６月の各種無料相談

相　談　名 日　時 会　場 問い合わせ

法律相談

火曜
午後１時～４時（予約は
火曜は前週の木曜・18日
㈭は15日㈪、午後２時か
ら電話で）

市役所市民相談

市民相談
☎898-6100

６月18日㈭ 大胡支所

行政相談

６月９日㈫午前９時～正午 かすかわ老人福祉センター

６月11日㈭午後１時～３時 大胡支所

６月17日㈬午後1時～４時 市役所市民相談

６月18日㈭午後1時～３時 宮城支所

７月１日㈬午後０時30分～４時 ふじみ老人福祉センター

公証相談 ６月８日㈪午後１時～４時

市役所市民相談行政書士相談 ７月６日㈪午後１時～４時

登記相談 ６月12日㈮午後１時～４時

精神科医によるこ
ころの相談

６月10日㈬・18日㈭、午後１時30分～
３時（予約制）

市保健所
健康増進課
☎220-5785

電話労働相談
６月17日㈬午後１時30分～４時、相談員は社会保険労務士・高橋憲一さん☎269-2328 工業課

☎210-2276７月１日㈬午後１時30分～４時、相談員は同・古屋耕平さん☎224-8645

心配ごと相談 月曜～金曜、午後１時～４時 総合福祉会館
社会福祉協議会
☎237-5006

外国人相談
月曜、午後１時～５時・木曜、午前９時
～午後１時。英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語の4カ国語で面接相談

市役所外国人相談窓口
市国際交流協会
☎243-7788

※次の相談は執務時間内（教育・青少年相談は月曜～土曜、午後７時まで）にいつでも相談できます。
市民相談（☎898-6100）、ＤＶセクハラ相談（☎898-6520）、家庭児童相談（☎223-4148）、母子家
庭相談・女性相談（☎898-5700）、教育・青少年相談（☎230-9090）

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

人
権
標
語

共
愛
学
園
中　

３
年　

大
畠　

悠
さ
ん

言
葉
に
は　

で
き
な
い
く
ら
い
の　

そ
の
重
み

ミ
ニ
情
報

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
　
　

☎
２
３
４
│
４
９
７
０

健　

康

新型インフルエンザ新型インフルエンザ
感染の拡大防止に協力を感染の拡大防止に協力を
　国内で新型インフルエンザの感染
が確認されました。普段から体力づく
りと衛生管理などの予防対策を心掛
けましょう。
　感染を防ぐためには、最新の正確
な情報を把握して行動することが重
要となります。市や国、県からの情報
や新聞・テレビなど報道機関のニュー
スに注意してください。
　なお、新型インフルエンザ感染が疑
われる症状がある場合は医療機関を
受診する前に、まず、下記へ電話で相
談してください。
【発熱電話相談センター】
電話番号=220-1151（市保健所）
受付時間＝午前９時～午後８時（土
日曜も含む）
問市保健所☎220-5781へ

国
保
の
脱
退
手
続
き

該
当
者
は
届
け
出
を

国　

保
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